
RevMate®(レブラミド®適正管理手順)の概要 資料１－４

行 政
①情報提供

②登録 ④処方せん等発行（A・B）

院内処方限定

④処方せん等発行（A B）

•RevMate実施状況報告
•RevMate運営委員会の報告

セルジーン(株)

②登録 ④処方せん等発行（A B）

処方医師
③教育

（処方毎カウンセリング）

④処方せん等発行（A・B）

疑義照会

A：初回処方時
•患者登録申請書
•処方要件確認書
•処方せん

調査

RevMateセンター

RevMate運営委員会
(社内委員会) 患者

(薬剤管理代行者)

遵守状況
確認票(定期）

⑦処方適格性の確認

Ｂ：2回目以降処方時
•処方要件確認書
•処方せん

定
期 RevMateセンター

(中央一元管理)

⑧薬剤交付・服薬指導
(初回：ﾚﾌﾞﾒｲﾄｶｰﾄﾞ発行）

⑥
患
者
登

期
報
告

定
期 Web情報公開

責任薬剤師
⑤処方せん等持参（A・B）

登
録

②登録
不要薬回収

調
査

期
報
告
・
提
言

提
言

Web情報公開

•RevMateについて
•登録・遵守状況等

特約店

①情報提供 不要薬は責任薬剤師が回収、
医療廃棄物として処分

レブラミド
納入

RevMate
第三者評価委員会 調査•患者、処方医師、責任薬剤師を対象に独自調査を実施

•セルジーン(株)より入手したデータとともに評価を行う

⑦処方適格性の確認
•処方要件確認書に基づきハンディ端末で処方適否を確認
•患者区分による注意喚起指示
•遵守状況確認票提出時期の連絡と未提出ｱﾗｰﾄ


